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②�

心
身
に
障
が
い
の
あ
る
方
の
移
動

の
た
め
に
、
生
計
を
一
に
す
る
方
な

ど
が
使
用
す
る
自
動
車

○
減
免
台
数

　
障
が
い
の
あ
る
方
１
人
に
つ
き
１

台
（
軽
自
動
車
を
含
む
）
減
免
の
要

件
、
申
請
方
法
、
期
限
な
ど
詳
細
に

つ
い
て
は
、
左
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。
な
お
軽
自
動
車
に
つ
い
て

は
、
町
民
税
務
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
茨
城
県
筑
西
県
税
事
務
所
収
税
第
一課

　
☎
０
２
９
６
(24)
９
１
９
０

○
お
問
い
合
わ
せ

　
境
警
察
署

　
☎
（86）
０
１
１
０

　
自
動
車
税
（
種
別
割
）
は
県
の
重
要

な
財
源
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
転
居
な
ど
で
茨
城
県
に
転
入
さ
れ

た
方
は
、
住
民
登
録
と
あ
わ
せ
て
、
所

有
さ
れ
る
自
動
車
に
つ
い
て
県
内
の

ナ
ン
バ
ー
（
水
戸
、
土
浦
、
つ
く
ば
）

に
変
更
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
登
録
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ

　
土
浦
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所

　
☎
０
５
０(

５
５
４
０)

２
０
１
８
　

○
納
税
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ

　
茨
城
県
筑
西
県
税
事
務
所
収
税
第
一
課

　
☎
０
２
９
６
(24)
９
１
９
０

　
茨
城
県
で
は
、
障
が
い
者
手
帳
を
お

持
ち
の
方
な
ど
一
定
の
条
件
を
満
た
す
場

合
、申
請
に
よ
り
自
動
車
税（
種
別
割
）

を
減
免
す
る
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。

○
対
象
と
な
る
自
動
車

①�
心
身
に
障
が
い
の
あ
る
方
ご
自
身

が
使
用
す
る
自
動
車

　
納
付
は
便
利
で
納
め
忘
れ
の
な
い

口
座
振
替
を
利
用
し
ま
し
ょ
う
。

○
お
問
い
合
わ
せ
　
下
館
年
金
事
務
所

　
☎
０
２
９
６
(25)
０
８
２
９

　
１
１
０
番
通
報
す
る
際
の
６
つ
の

ポ
イ
ン
ト
を
知
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　
１
１
０
番
通
報
を
受
け
た
警
察
官
は

順
番
に
次
の
項
目
を
聞
き
ま
す
の
で
、
焦

ら
ず
落
ち
着
い
て
話
を
し
て
く
だ
さ
い
。

①
事
件
で
す
か
、
事
故
で
す
か
？

②
そ
れ
は
い
つ
で
す
か
？

③
場
所
は
ど
こ
で
す
か
？

④�

犯
人
を
見
ま
し
た
か
？
車
の
ナ
ン
バ
ー

は
？
（
人
相
や
逃
走
方
向
、
車
種
な
ど
）

⑤�
現
場
は
ど
う
な
っ
て
い
ま
す
か
？

(
ケ
ガ
人
は
い
ま
す
か
？
被
害
状
況
は
？)

⑥�

あ
な
た
の
こ
と
を
教
え
て
く
だ
さ

い
（
通
報
者
の
お
名
前
、
住
所
、
電

話
番
号
な
ど
）

　
１
１
０
番
は
「
緊
急
通
報
ダ
イ

ヤ
ル
」
で
す
。
緊
急
で
は
な
い
け
れ

ど
警
察
へ
相
談
し
た
い
。
そ
ん
な
と

き
に
は
、
「
警
察
の
相
談
ダ
イ
ヤ
ル

＃
９
１
１
０
」
ま
た
は
最
寄
り
の
警
察

署
に
電
話
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
、
「
茨
城
県
警
察
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
国
税
局
や
税
務
署
に
お
い
て
、
税

の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
と
し
て
働
く
国

税
専
門
官
（
国
家
公
務
員
）
を
募
集

し
ま
す
。

○
対
象
者

・�

平
成
７
年
４
月
２
日
～
平
成
16
年

４
月
１
日
生
ま
れ
の
人

・�

平
成
16
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま

れ
、
次
の
要
件
を
満
た
す
人

①�

大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
）
を
卒

業
し
た
人
お
よ
び
令
和
８
年
３
月

ま
で
に
大
学
を
卒
業
す
る
見
込
み

の
人

②�

人
事
院
が
①
に
掲
げ
る
人
と
同
等

の
資
格
が
あ
る
と
認
め
る
人

○
試
験
区
分

　�

国
税
専
門
Ａ
（
法
文
系
）
、
国
税
専

門
Ｂ
（
理
工
・
デ
ジ
タ
ル
系
）

○
試
験
日

　
１
次
：
５
月
25
日
㈰

　�

２
次
：
６
月
23
日
㈪
～
７
月
４
日
㈮

の
い
ず
れ
か
指
定
す
る
日
時

○
申
込
方
法

　�

次
の
ア
ド
レ
ス
に
ア
ク
セ
ス
し
、

説
明
に
従
っ
て
入
力

　
年
金
制
度
は
、「
年
を
と
っ
た
と
き
」

「
病
気
や
ケ
ガ
で
障
害
の
状
態
に
な
っ

た
と
き
」「
死
亡
し
た
と
き
」
な
ど

に
、
国
が
年
金
を
支
給
し
、
本
人
ま
た

は
家
族
の
生
活
を
守
る
と
い
う
社
会

保
障
で
す
。
お
互
い
が
協
力
し
て
助
け

合
い
、
将
来
を
支
え
合
う
制
度
で
す
の

で
、
保
険
料
納
付
は
私
た
ち
の
大
切
な

義
務
で
す
。
納
め
忘
れ
の
な
い
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。 国税庁HP

採用情報

人事院	採用
情報NAVI

募
　
　  

集

国
税
専
門
官
募
集

掲

示

板

国
民
年
金
保
険
料
の
納
め

忘
れ
に
注
意

自
動
車
税
（
種
別
割
）
の

減
免
制
度

１
１
０
番
通
報
す
る
際
の

６
つ
の
ポ
イ
ン
ト

自
動
車
は
県
内
ナ
ン
バ
ー

に
変
更
を
！

　�https://w
w
w
/jinji-shiken.

go.jp/juken.htm
l

○
申
込
期
限
　
３
月
24
日
㈪
ま
で

○
お
問
い
合
わ
せ

・�

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
し
込
み
に
関

す
る
こ
と

　
人
事
院
人
材
局
　
試
験
課
　

　
☎
０
３(

３
５
８
１)

５
３
１
１

・
右
記
以
外
の
こ
と

　�
関
東
信
越
国
税
局
　
人
事
第
二
課

試
験
係

　
☎
０
４
８(
６
０
０)

３
１
１
１




